
●問い合わせ先　福祉課　障がい福祉班（西合志庁舎）　☎242‒1149

●申し込み・問い合わせ先　健康づくり推進課　国保年金班（西合志庁舎）☎242‒1183
　　　　　　　　　　　　 熊本西年金事務所　☎355‒3261

障害福祉サービスを
利用できます

難病等についても

もらえる国民年金を増やしませんか
国民年金付加年金・任意加入制度

障害児通所支援
○児童発達支援
○医療型児童発達支援
○放課後等デイサービス
○保育所等訪問支援

障害児相談支援
○障害児支援利用援助
○継続障害児支援利用援助

障がい児を対象としたサービス

障害福祉サービス
【介護給付】
◎居宅介護　　　○重度訪問介護
◎同行援護　　　○療養介護
◎行動援護　　　○生活介護
◎短期入所　　　○施設入所支援
【訓練等給付】
○自立訓練（機能訓練・生活訓練）
○就労移行支援
○就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
○共同生活援助

相談支援
◎サービス利用支援、継続サービス利用支援

◎補装具

地域生活支援事業
◎相談支援　 ◎日常生活用具 　◎移動支援
◎地域活動支援センター　◎コミュニケーション支援
○福祉ホーム　　など

障がい者を対象としたサービス
（◎は障がい児も利用できます）

　身体障害者手帳を持っていなくても、対象となる
難病にかかっている人は次の障害福祉サービスなど
を利用することができます。
　対象となる病気にかかっていることがわかる証明
書を持参のうえ、下記窓口で申請してください。障
害支援区分の認定や支給決定の手続きを経て、必要
と認められたサービスを利用できます。
※難病等については、市ホームページに掲載しています。

　国民年金は、老後やもしもの時にあなたの大きな支えとなります。
　次の制度を利用すると、もらえる年金額を増やすこともできます。

付加年金をご存じですか
　毎月の保険料に付加保険料（月額400円）をあわせ
て納付すると、老齢基礎年金に上乗せして支給され
ます。
　国民年金の第１号被保険者および65歳未満の任意
加入被保険者が加入し納付することができます。た
だし、保険料の免除を受けている人や国民年金基金
加入者は納めることができません。
　付加保険料の納付は申し込み月からとなり、納付
期限（翌月末日）までに納めなければなりません。
　付加年金の年金額は次の式により計算され、老齢
基礎年金に上乗せして支給されます。

60歳から64歳の人へ
任意加入制度
　老齢基礎年金は、保険料を20歳
から60歳になるまでの40年間納めな
ければ、満額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の
納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65
歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額
の年金に近づけることができます。
　任意加入の対象者は、次の全ての条件を満たす人
で、納付方法は原則口座振替になります。

①国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
③20歳から60歳までの年金保険料の納付月数が
480月未満の人

付加年金の年金額
　200円 × 付加保険料納付月数
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り
組
む
項
目
を
選
び
実
施
す
る

こ
と
。

▼
応
募
期
限
　
10
月
31
日
（
金
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
県
健
康
づ
く
り
推
進
課

　
☎（
３
３
３
）２
２
５
２

　
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
の

た
め
、
昔
な
が
ら
の
遊
び
や
技
術

を
伝
承
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
技

術
を
習
得
し
、
地
域
で
の
活
動
の

輪
を
広
げ
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼ 

と
き
　
11
月
中
（
詳
し
い
日
程

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。）

▼
と
こ
ろ
　
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
講
座
内
容
　
講
座
回
数
各
４
回

・
南
京
玉
す
だ
れ
　
・
折
り
紙

・
ハ
ー
モ
ニ
カ
　
　
・
マ
ジ
ッ
ク

▼
定
員
　
各
教
室
20
人

▼
受
講
資
格
　

　 

県
内
在
住
者
で
60
歳
以
上
の
人

（
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
）

▼
参
加
費
　
７
０
０
円

　 （
教
材
費
な
ど
、
講
座
に
必
要
な

も
の
は
実
費
負
担
と
な
り
ま
す
。）

▼
申
込
方
法
　
住
所
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
年
齢
・
電
話
番
号
・

受
講
希
望
講
座
を
記
入
の
う

え
、
ハ
ガ
キ
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
。

　
10
月
25
日
（
土
）
に
開
催
す
る
、

こ
う
し
市
秋
祭
り
で
の
イ
ベ
ン
ト

「
弁
財
天
行
列
」
の
「
弁
天
さ
ま
」

を
募
集
し
ま
す
。
自
薦
他
薦
は
問

い
ま
せ
ん
。
多
数
の
応
募
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

▼
応
募
資
格

　
市
在
住
ま
た
は
市
内
に
勤
務
す

る
18
歳
以
上
の
女
性

▼
応
募
方
法

　
応
募
用
紙
に
記
入
し
、
市
商
工

会
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
応
募

用
紙
は
、
商
工
会
・
商
工
振
興
課

（
合
志
庁
舎
）
に
あ
り
ま
す
。

▼
応
募
期
限
　
10
月
８
日
（
水
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
市
商
工
会

　
本
所
☎（
２
４
２
）０
７
３
３

　
支
所
☎（
２
４
８
）０
６
２
２

　
ヘ
ル
シ
ー
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供
や

料
理
の
栄
養
成
分
表
示
に
よ
り
、

県
民
の
健
康
づ
く
り
を
支
援
す
る

飲
食
店
な
ど
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
対
象

　
飲
食
店
、
弁
当
・
総
菜
店
な
ど

▼ 

募
集
要
件
　
栄
養
成
分
表
示
や

ヘ
ル
シ
ー
な
メ
ニ
ュ
ー
の
提
供

な
ど
、
全
９
項
目
の
中
か
ら
取

▼
申
込
期
限
　
10
月
２
日
（
木
）

※ 

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と

な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　
さ
わ
や
か
長
寿
財
団

　
☎（
３
５
４
）３
０
８
３

　
 FAX（
３
５
４
）３
１
０
３

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　http://w
w

w
.saw

ayaka.or.jp

▼
募
集
人
数
　
40
人

▼
課
程
・
学
科

　
医
療
高
等
課
程
・
准
看
護
科

▼
修
業
年
限
　
２
年
（
昼
）

▼
受
験
資
格
　
中
学
校
卒
業
以
上

　（
本
年
度
卒
業
見
込
み
を
含
む
）

▼
受
験
料
　
１
０
、０
０
０
円

▼
受
付
期
間

　 

10
月
１
日
（
水
）
〜
29
日
（
水
）

午
後
４
時
必
着

▼
入
学
試
験
　
11
月
６
日
（
木
）

　
午
前
・
学
科
試
験

　
午
後
・
面
接

▼ 

試
験
科
目
　
国
語
、
社
会
、
数

学
ま
た
は
英
語
（
選
択
）、
面
接

▼
合
格
発
表
　
11
月
10
日
（
月
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
菊
池
郡
市
医
師
会
立

　
看
護
高
等
専
修
学
校

　
☎
０
９
６
８（
２
５
）２
１
８
２

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　http://w
w

w
.kikuchi-m

ed.or.jp

●問い合わせ先　臨時福祉給付金　　　　　　福祉課（西合志庁舎）　　　 ☎２４２－１１４９
　　　　　　　　子育て世帯臨時特例給付金　子育て支援課（西合志庁舎）☎２４２－１１５９

２
０
１
４
こ
う
し
市
秋
祭
り

弁
天
さ
ま
募
集

く
ま
も
と
健
康
づ
く
り

応
援
店
を
募
集

さ
わ
や
か
知
恵
袋
講
座

受
講
者
募
集

菊
池
郡
市
医
師
会
立

看
護
高
等
専
修
学
校
生
徒
募
集

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
申請手続きはお済みですか
　対象となる可能性のある人に申請書を送付していますが、まだ手続き
がお済みでない場合は早目に申請してください。
　なお、申請書を紛失したり、住民税申告などにより新たに給付対象と
なった場合はお問い合わせください。

●申請方法
　申請書に必要書類を添付のうえ、下記の窓口に持参
するか返信用封筒で郵送してください。

●必要書類
・申請者本人であることが確認できる書類のコピー
　（保険証・運転免許証など）
・振込み先口座が確認できる通帳などのコピー

●受付時間　午前８時 30分～午後５時
　　　　　　（土日祝日を除く）

●給付方法　口座振込
　※振り込み日は申請書の受け付け時期により異なります。
　　振込前に「支給決定通知書」で通知します。
　※金融機関の口座がない人は現金で給付します。

●申請期限　平成 27年１月９日（金）
　※郵送の場合は当日消印有効

臨時福祉
給付金

子育て世帯
臨時特例
給付金

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

確認じゃ！




